
○
告

示

土
地
改
良
区
名

所

在

地

認
可
年
月
日

玖
珠
町
土
地
改
良
区

玖
珠
郡
玖
珠
町

令
四
・

五
・
一
二

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

土
地
改
良
区
名

所

在

地

認
可
年
月
日

千
町
無
田
土
地
改
良
区

玖
珠
郡
九
重
町

令
四
・

五
・
一
三

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

告

示

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

指
定
予
定
保
安
林
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
係
る
指
針
案
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
青
少
年
の
森
及
び
大
分
県
平
成
森
林
公
園
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
…
…
…
…
三

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

公

告

ふ
ぐ
処
理
講
習
会
の
開
催
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

所
在
不
分
明
者
に
対
す
る
保
安
林
指
定
予
定
通
知
の
掲
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

佐
伯
市
蒲
江
大
字
丸
市
尾
浦
字
大
中
山
一
六
七
番
一
一
〇
、
字
滝
内
二
八
五
番
九
〇
、
二
八
五
番
九

一
、
二
八
五
番
一
四
六
、
二
八
五
番
一
四
八
、
二
八
五
番
一
五
一
、
二
八
五
番
一
七
三
、
二
八
五
番
一
七

八
、
二
八
五
番
一
八
〇
、
二
八
五
番
一
八
八
、
二
八
五
番
一
九
〇
、
二
八
五
番
二
〇
二

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

令

和

四

年

第
三
一
〇
号

五
月
二
十
四
日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
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大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

由
布
市
湯
布
院
町
川
西
字
中
尾
山
四
一
一
七
番
一
三
、
四
一
一
七
番
一
四
、
字
ソ
ラ
四
一
三
五
番
か
ら

四
一
三
九
番
ま
で
、
四
一
三
九
番
二
、
四
一
四
〇
番
一
、
四
一
四
〇
番
三
、
四
一
四
一
番
二
、
四
一
四
二

番
、
四
一
四
三
番
、
四
一
四
五
番
、
四
一
四
六
番
一
、
四
一
四
六
番
二
、
四
一
四
七
番
、
四
一
四
八
番

二
、
四
一
四
八
番
三
、
四
一
五
〇
番
、
四
一
五
四
番
、
字
下
ノ
田
四
一
七
八
番
一
か
ら
四
一
七
八
番
三
ま

で
、
四
一
七
九
番
一
、
四
一
七
九
番
二
、
四
一
八
〇
番
、
四
一
八
二
番
、
四
一
九
一
番
、
字
古
野
台
四
四

八
九
番
七
、
四
四
八
九
番
一
七
、
四
四
八
九
番
二
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

字
ソ
ラ
四
一
三
五
番
・
四
一
三
六
番
・
四
一
四
〇
番
一
・
四
一
四
〇
番
三
・
字
下
ノ
田
四
一
七
八

番
二
・
四
一
七
九
番
一
・
字
古
野
台
四
四
八
九
番
七
・
四
四
八
九
番
二
八
（
以
上
八
筆
に
つ
い
て
、

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

㈡

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

㈢

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈣

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
中
部
振
興
局
並
び
に
由
布
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二

十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
度
指
定
予
定
の

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
名
称
、
区
域
、
存
続
期
間
及
び
当
該
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に

関
す
る
指
針
の
案
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
当
該
指
針
案
を
令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
六
月

六
日
ま
で
、
次
の
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
区
域
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
縦
覧
期
間
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
指
針
案
に

つ
い
て
の
意
見
書
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

名
称

角
埋
山
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

二

区
域

玖
珠
町
大
字
森
の
角
埋
山
鳥
獣
保
護
区
の
う
ち
、
角
埋
神
社
周
辺
部
を
含
む
天
然
林
か
ら
な
る
面
積
五

ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

三

存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

１

指
定
区
分

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

２

指
定
目
的

玖
珠
郡
玖
珠
町
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
て
い
る
角
埋
山
は
、
標
高
五
百
七
十
六
メ
ー
ト
ル
を
有
し
て

お
り
、
全
域
を
耶
馬
日
田
英
彦
山
国
定
自
然
公
園
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
当
該
地
区
に
あ
る
角
牟
礼
城
跡
と
と
も
に
、
お
お
い
た
遺
産
に
も
選
定
さ
れ
て
お
り
、
地
区

の
代
表
的
な
山
と
し
て
地
域
住
民
に
も
親
し
ま
れ
て
お
り
、
登
山
客
も
多
く
訪
れ
て
い
る
。
植
生
は
、

タ
ブ
、
ア
ラ
カ
シ
、
ア
オ
キ
、
ケ
ヤ
キ
な
ど
大
径
木
の
原
生
林
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
人
工
林
が
大
半
を

占
め
る
周
辺
の
森
林
か
ら
す
れ
ば
、
大
変
貴
重
な
野
生
鳥
獣
の
生
息
地
・
繁
殖
地
で
あ
る
た
め
、
今
後

も
適
切
な
保
護
が
望
ま
れ
る
。

３

管
理
方
針

市
民
団
体
等
の
活
動
に
よ
り
歴
史
的
景
観
を
守
り
つ
つ
、
県
職
員
、
鳥
獣
行
政
推
進
員
等
に
よ
る
現

場
へ
の
巡
視
活
動
等
を
通
じ
て
、
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
把
握
し
、
生
息
環
境
の
保
護
に
努
め
る
。

五

縦
覧
場
所

大
分
県
農
林
水
産
部
森
と
の
共
生
推
進
室

大
分
県
西
部
振
興
局
農
山
村
振
興
部

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二
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道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

県
道
文
殊
山

浜
線

国
東
市
国
東
町
来
浦
字
カ
ヂ
ヤ
ゾ
ノ

一
二
七
九
番
三
地
先
か
ら

国
東
市
国
東
町
来
浦
字
カ
ヂ
ヤ
ゾ
ノ

一
二
七
二
番
四
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

八
・
四

〜

四
・
八

メ
ー
ト
ル

一
二
六
・
〇

国
東
市
国
東
町
来
浦
字
カ
ヂ
ヤ
ゾ
ノ

一
二
七
九
番
三

国
東
市
国
東
町
来
浦
字
カ
ヂ
ヤ
ゾ
ノ

一
二
七
二
番
四
ま
で

後

一
一
・
〇

〜

七
・
二

一
二
六
・
〇

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
佐
伯
津
久
見
線

佐
伯
市
弥
生
大
字
床
木
字
横
谷
二
五
〇
八
番
三
か
ら

佐
伯
市
弥
生
大
字
床
木
字
横
谷
二
四
九
八
番
一
地
先

ま
で

令
四
・

五
・
二
四

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
臼
木
沖
代
線

中
津
市
大
字
金
手
字
平
ツ
丸
十
番
八
か
ら

中
津
市
大
字
一
ツ
松
字
赤
紫
一
六
二
番
二
ま
で

令
四
・

五
・
二
四

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
分
県
青
少
年
の
森
及
び
大
分
県
平
成
森
林
公
園
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し

た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

大
分
市
花
園
二
丁
目
六
番
四
十
六
号

公
益
財
団
法
人
森
林
ネ
ッ
ト
お
お
い
た

理
事
長

重

本

悟

二

委
託
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

三



一
般
国
道
三
八
七
号

宇
佐
市
院
内
町
斎
藤
字
二
田
田
一
〇
六
〇
番
九
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
斎
藤
字
堀
切
一
一
〇
二
番
三
ま
で

令
四
・

五
・
二
四

○
公

告

支

部

名

所

在

地

国
東
支
部

国
東
市
国
東
町
安
国
寺
七
八
六
番
地
一

東
部
保
健
所
国
東
保
健
部
内

別
府
支
部

別
府
市
大
字
鶴
見
字
下
田
井
一
四
番
地
一

東
部
保
健
所
内

速
見
支
部

速
見
郡
日
出
町
字
仁
王
山
三
五
三
一
番
地
二
四

日
出
総
合
庁
舎
内

由
布
支
部

由
布
市
庄
内
町
柿
原
三
三
七
番
地
二

中
部
保
健
所
由
布
保
健
部
内

臼
杵
支
部

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
洲
崎
七
二
番
地
三
四

中
部
保
健
所
内

津
久
見
市
支
部

津
久
見
市
港
町
一
番
二
一
号

津
久
見
商
工
会
議
所
内

佐
伯
支
部

佐
伯
市
向
島
一
丁
目
四
番
一
号

南
部
保
健
所
内

豊
後
大
野
支
部

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
九
三
四
番
地
二

豊
肥
保
健
所
内

竹
田
支
部

竹
田
市
大
字
竹
田
字
山
手
一
五
〇
一
番
地
二

竹
田
総
合
庁
舎
内

日
田
支
部

日
田
市
田
島
二
丁
目
二
番
五
号

西
部
保
健
所
内

玖
珠
郡
支
部

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇
一
三
七
番
地
一

玖
珠
総
合
庁
舎
内

中
津
支
部

中
津
市
中
央
町
一
丁
目
一
〇
番
四
二
号

北
部
保
健
所
内

宇
佐
支
部

宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺
二
三
五
番
地
一

宇
佐
総
合
庁
舎
別
棟
内

豊
後
高
田
支
部

豊
後
高
田
市
是
永
町
三
九
番
地

北
部
保
健
所
豊
後
高
田
保
健
部
内

大
分
市
支
部

大
分
市
荷
揚
町
六
番
一
号

大
分
市
保
健
所
内

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

役

名

氏

名

住

所

理

事

後

藤

清

幸

竹
田
市
大
字
中
角
八
六
一
番
地

〃

衞

藤

勝

志

〃

大
字
上
坂
田
六
四
三
番
地
二

〃

堀

一

壽

〃

大
字
次
倉
三
六
〇
一
番
地

〃

工

藤

定

男

〃

大
字
炭
竈
一
一
五
八
番
地

〃

眞

田

照

幸

〃

大
字
吉
田
二
〇
五
二
番
地
二

〃

後

藤

勇

〃

大
字
吉
田
一
一
〇
番
地

〃

工

藤

豊

彦

〃

大
字
戸
上
六
八
八
番
地
一

〃

佐

藤

憲

吉

〃

大
字
今
六
八
一
番
地
一

〃

阿

南

俊

弘

〃

大
字
田
井
一
二
九
番
地

〃

後

藤

則

昭

〃

大
字
菅
生
一
二
三
五
番
地
二

〃

阿

南

哲

也

〃

大
字
平
田
六
〇
七
三
番
地

大
分
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
（
平
成
十
七
年
大
分
県
条
例
第
十
九
号
）
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
ふ
ぐ
処
理
講
習
会
を
開
催
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

講
習
会
の
開
催
期
日
及
び
場
所

１

開
催
日
時

令
和
四
年
八
月
三
十
日
（
火
曜
日
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

な
お
、
受
付
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
前
九
時
二
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

２

開
催
場
所

大
分
市
金
池
南
一
丁
目
五
番
一
号

ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
大
分

二

講
習
会
の
受
講
申
込
み
の
受
付
期
間
及
び
場
所

１

受
付
期
間

令
和
四
年
七
月
二
十
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
九
日
（
金
曜
日
）
ま
で

２

受
付
場
所

次
の
表
に
掲
げ
る
一
般
社
団
法
人
大
分
県
食
品
衛
生
協
会
の
各
支
部

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
竹
田
市
土

地
改
良
区
（
竹
田
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が

あ
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

四



〃

佐

藤

壽

則

〃

大
字
菅
生
五
九
一
番
地
一

監

事

阿

南

修

平

〃

大
字
吉
田
三
七
一
番
地
一

〃

渡

邉

誠

〃

大
字
上
坂
田
二
四
〇
番
地
二

〃

吉

良

賴

勝

〃

大
字
倉
木
九
九
〇
番
地

役

名

氏

名

住

所

理

事

阿

南

修

平

竹
田
市
大
字
吉
田
三
七
一
番
地
一

〃

阿

南

哲

也

〃

大
字
平
田
六
〇
七
三
番
地

〃

坂

梨

宏
之
進

〃

大
字
倉
木
一
六
八
二
番
地

〃

後

藤

清

幸

〃

大
字
中
角
八
六
一
番
地

〃

後

藤

熙

〃

大
字
上
坂
田
二
一
四
番
地
二

〃

堀

慎

司

〃

大
字
玉
来
五
五
四
番
地
二

〃

岩

本

碩

哉

〃

大
字
刈
小
野
二
六
八
番
地
二

〃

阿

南

哲

志

〃

大
字
吉
田
二
二
〇
九
番
地

〃

緒

方

寿

至

〃

大
字
戸
上
六
九
五
番
地

〃

甲

斐

孝

明

〃

大
字
今
一
七
四
四
番
地

〃

後

藤

則

昭

〃

大
字
菅
生
一
二
三
五
番
地
二

〃

佐

藤

壽

則

〃

大
字
菅
生
五
九
一
番
地
一

監

事

渡

邉

一

宏

〃

大
字
吉
田
三
三
三
番
地
四

〃

大

塚

博

士

〃

大
字
植
木
一
四
七
八
番
地
二

〃

佐
々
木

英

二

〃

大
字
入
田
二
四
六
五
番
地

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

役

名

氏

名

住

所

理

事

司

城

慶

三

宇
佐
市
大
字
江
須
賀
八
二
二
番
地
の
二

〃

髙
牟
禮

健
治
郎

〃

大
字
下
高
一
一
三
番
地

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

所

在

の

不

分

明

な

者

の

氏

名

掲

示

場

所

植
木

末
松

佐
伯
市
役
所

（
就
任
役
員
）

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
宇
佐
土
地

改
良
区
（
宇
佐
市
）
か
ら
、
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
就
任
役
員
）

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の
者
に
つ
い

て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
保
安
林

予
定
森
林
の
所
在
す
る
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
及
び
掲
示
場
所

二

通
知
の
要
旨

令
和
四
年
五
月
二
日
付
け
大
分
県
告
示
第
二
百
七
号
に
よ
り
行
っ
た
森
林
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る

通
知

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

五


